
平
成　

年
4
月
か
ら
預
金
の
保

17

護
範
囲
が
変
わ
り
ま
す
。

金
融
機
関
が
破
た
ん
し
た
場

合
、
現
行
の
預
金
保
険
法
の
規

定
に
よ
り
平
成　

年
3
月
末
ま

17

で
は
当
座
預
金
・
普
通
預
金
・

別
段
預
金
の
全
額
が
保
護
さ
れ

ま
す
が
、
平
成　

年
4
月
以
降

17

は
、
全
額
保
護
さ
れ
る
決
済
用

預
金（
当
座
預
金
や
利
息
の
付

か
な
い
普
通
預
金
）
を
除
き
、

預
金
者
1
人
当
た
り
、
1
金
融

機
関
ご
と
に
元
本
1
千
万
円
ま

で
と
そ
の
利
息
な
ど
が
保
護
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
を
超
え
る
部
分

は
、
破
た
ん
し
た
金
融
機
関
の

財
産
の
状
況
に
応
じ
て
支
払
わ

れ
ま
す（
一
部
カ
ッ
ト
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

・
金
融
機
関
の
窓
口

・
預
金
保
険
機
構
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3
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6
0
2
9
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・
旭
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事
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所
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預
金
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い

る
金
融
機
関

銀
行（
国
内
に
本
店
の
あ
る

も
の
）・
信
用
金
庫
・
信
用
中
央

金
庫
・
信
用
組
合
・
全
国
信
用

協
同
組
合
連
合
会
・
労
働
金
庫
・

労
働
金
庫
連
合
会

※
農
協
・
漁
協
・
水
産
加
工
業

協
同
組
合
な
ど
の
系
統
金
融
機

関
は
、
別
途
、
農
水
産
業
協
同

組
合
貯
金
保
護
制
度
に
加
入
し

て
い
ま
す
。

検
察
審
査
会
は
、
検
察
官
が

あ
る
犯
罪
を
裁
判
に
か
け
な

か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
犯
罪
の

被
害
に
あ
っ
た
人
や
そ
の
遺
族
、

犯
罪
を
告
訴
・
告
発
を
し
た
人

か
ら
の「
あ
ん
な
悪
い
こ
と
を

し
た
の
に
処
罰
さ
れ
な
い
の
は

お
か
し
い
。
調
べ
て
ほ
し
い
。」

と
い
っ
た
申
し
立
て
に
基
づ
い

て
、
裁
判
に
か
け
た
方
が
よ
い

か
ど
う
か
を
調
査
す
る
と
こ
ろ

で
す
。

あ
な
た
の
周
り
に
交
通
事
故
、

詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の
被
害
に

あ
っ
て
悩
ん
で
い
る
人
は
い
ま

せ
ん
か
。
検
察
審
査
会
は
そ
の

よ
う
な
方
の
相
談
に
の
っ
て
い

ま
す
。
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま

す
し
、
相
談
、
申
し
立
て
審
査

な
ど
の
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た

ら
ご
協
力
を

検
察
審
査
会
で
は　

人
の
審

11

査
員
が
こ
の
審
査
を
し
ま
す
。

審
査
員
は
選
挙
権
を
持
っ
て
い

る
皆
さ
ん
の
中
か
ら「
く
じ
」で

選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。あ

な
た
も
い
つ
か
審
査
員
に

選
ば
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、

町
民
の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
詳
し
い
こ
と
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

旭
川
検
察
審
査
会
事
務
局

旭
川
市
花
咲
町
4
丁
目

　
　
　

旭
川
地
方
裁
判
所
内
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広報みなみふらの・お知らせ版（４）
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預
金
保
険
法
等
の
改
正

預金保険対象商品と保護の範囲

平成１７年４月から平成１７年３月まで
期　間

商品の分類

決済用預金に該当する預金（当座預金や
利息の付かない普通預金）は全額保護全 額 保 護

当 座 預 金
普 通 預 金
別 段 預 金対

象
商
品

決済用預金以外の預金（利息の付く普通
預金、定期預金など）は、合算して元本
1000万円（※1）までとその利息など（※2）
を保護
（1000万円を超える部分は、破たん金融
機関の財産の状況に応じて支払われます。
一部カットされることがあります。）

合算して元本1000万円（※1）までとその
利息など（※2）を保護
（1000万円を超える部分は、破たん金融
機関の財産の状況に応じて支払われます。
一部カットされることがあります。）

定 期 預 金
定 期 積 金
ビ ッ グ
ワイドなど

保 護 対 象 外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

（一部カットされることがあります。）

外 貨 預 金
譲渡性預金
ヒットなど

対
象
外

※1　金融機関が平成15年4月以降に合併などを行ったり、営業（事業）のすべてを譲り受けた場合は、
その後1年間に限り、当該保護金額が1000万円の代わりに、「1000万円×合併などに関わる金
融機関の数」による金額になります（例えば、2行合併の場合は2000万円）。

※2　定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配なども利息などと同様に保護されます。
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検
察
審
査
会
を

ご
存
知
で
す
か
？

　

月
は「
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
」
で
す

11

雇
用
改
善
の
た
め
の
各
種
援
護
制
度
を
積
極
的
に
活
用
し
、
建

設
業
界
を
支
え
る
労
働
者
の
雇
用
改
善
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
旭
川
・
旭
川
公
共
職
業
安
定
所
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